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令和３年第１０回君津市農業委員会議事録 

 

日 時 令和３年１０月５日（火）午後２時００分から午後２時４０分 

場 所 君津市役所５階 大会議室 

招集者 君津市農業委員会会長 石 橋 定 雄 

議 事 日程第１ 会期の決定 

    日程第２ 議事録署名委員の指名 

    日程第３ 議案第 １号から議案第 ６号 農地法第３条の規定による許可申請につ

いて 

    日程第４ 議案第 ７号から議案第１１号 農地法第３条の規定による許可申請につ

いて 

    日程第５ 議案第１２号から議案第１８号 農地法第５条の規定による許可後の計画

申請について 

    日程第６ 議案第１９号         農地法第３次農用地利用集積計画につい

て 

    日程第７ 報告第 １号から報告第 ５号 農地法第３条の３第１項の規定による届

出について 

         報告第 ６号から報告第 ７号 農地法第５条第１項第８号の規定による

届出について 

         報告第 ８号から報告第１８号 農地法第５条第１項第７号の規定による

届出について 

 

出席委員（１３名） 

    １番  鈴 木  郁 夫           ２番  鮎 川  正 幸 

    ３番  水 野  徳 子           ４番  小笠原  武 男 

    ５番  笹 本  幸 恵           ７番  神 子  純 一 

    ８番  石 橋  定 雄           ９番  真 板    徹 

   １０番  田 丸  三 郎          １１番  鳥 海  純 次 

   １２番  江 澤  康 雄          １３番  鈴 木    清 

   １４番  粕 谷  定 嗣 



－２－ 

 

欠席委員（１名） 

    ６番  宇 野  真 弘 

 

出席した職員 

事務局長 齋藤 久夫 

副主査 田島 直樹 

主任主事 江澤 俊太 

上総事務所主任主事 真木 博章 

経済部農政課企画調整係長 奥倉 康裕 
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 ──────────────────────────────────────────  

   ◎会長挨拶 

会  長 皆さん、こんにちは。 

  本日も御苦労さまでございます。 

  朝晩はちょっと涼しさ感じるわけですけれども、こうして日中になりますと全く残暑とい

うことで、やはり例年にない環境ができちゃうのかなという思いがいたします。 

  そしてコロナウイルスの感染問題ですけれども、ここへ来て大変感染者数というものが急

激に減ってきております。いろいろな要素があるんでしょうけれども、しかしながら、これ

で終わるもんじゃないということを専門家の皆さんもそう言っております。まだまだこれか

らも感染に対する予防というものは、個人個人気をつけていって、早く本当に当たり前の普

通の生活というものを取り戻せるように願うばかりでございます。 

  本日は、総会よろしくお願いを申し上げます。 

 ──────────────────────────────────────────  

   ◎諸般の報告 

会  長 ９月の総会以降、報告ございませんので、申し添えます。 

  それでは、総会に入ります。 

 ──────────────────────────────────────────  

   ◎開 会                         （午後２時００分） 

議  長 開会をいたします。 

  ただいまの出席委員は13名でございます。よって、定足数に達しておりますので、令和３年

第10回君津市農業委員会の総会を開会し、直ちに会議を開きます。 

 ──────────────────────────────────────────  

   ◎会期の決定 

議  長 日程第１、会期の決定を議題といたします。 

  会期は本日１日とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議  長 異議ないものと認め、会期は本日１日と決定いたします。 

 ──────────────────────────────────────────  

   ◎議事録署名委員の指名 

議  長 日程第２、議事録署名委員について、会議規則第１６条第２項の規定により、私か
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ら指名いたします。 

  ５番、笹本幸恵委員、７番、神子純一委員の２名にお願いします。 

 ──────────────────────────────────────────  

   ◎議案第１号ないし議案第６号 

議  長 日程第３、議案第１号ないし第６号 農地法第３条の規定による許可申請について

を議題といたします。 

  初めに、事務局より説明をお願いします。 

江澤主任主事 議案第１号について説明します。 

  糠田地先の畑２筆、面積3,900平方メートルを売買により所有権移転するものです。 

  申請理由として、譲渡人は人手不足により耕作できないため、譲受人は農業経営の規模拡

大のためです。 

  許可基準として、下限面積を超えた8,586平方メートルの農地を経営をし、農機具はトラ

クター、田植機、コンバイン、乾燥機等を所有しています。 

  農作業従事日数は150日を超えており、資格等については問題ないと思われます。 

  議案第２号について説明します。 

  大井戸地先の田２筆、行馬地先の田２筆、面積3,800平方メートルを売買により所有権移

転するものです。 

  申請理由として、譲渡人は仕事の都合により耕作できないため、譲受人は農業経営の規模

拡大のためです。 

  許可基準として、下限面積を超えた６万8,495平方メートルの農地を経営し、農機具はト

ラクター、田植機、コンバイン、軽トラック、草刈り機を所有しています。 

  農作業従事日数は150日を超えており、資格等については問題ないと思われます。 

  議案第３号について説明します。 

  俵田地先の田４筆、面積5,491平方メートルを売買により所有権移転するものです。 

  申請理由として、譲渡人は離農したいため、譲受人は農業経営の規模拡大のためです。 

  許可基準として、下限面積を超えた１万3,747.75平方メートルの農地を経営し、農機具は

トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、軽トラックを所有しています。 

  農作業従事日数は150日を超えており、資格等については問題ないと思われます。 

  議案第４号について説明します。 

  浦田地先の田９筆、面積１万1,528平方メートルを売買により所有権移転するものです。 
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  申請理由として、譲渡人は農業後継者がなく離農したいため、譲受人は自宅の近くで就農

したいためです。近隣農家のアドバイスからオリーブを作付けする予定とのことです。 

  許可基準として、譲受人は新規就農者ですが、県内２か所のオリーブ園の視察に行ってお

り、また、地域の方と営農の相談ができる体制にあるとのことから、技術等は問題ないと思

われます。 

  下限面積を超えた１万1,528平方メートルの農地の経営を予定し、農機具はトラクター、

管理機、バックホー、草刈り機、運搬車、フレールモアを所有しています。 

  農作業従事日数は150日を超える予定であり、資格等についても問題ないと思われます。 

  議案第５号について説明します。 

  大戸見地先の田１筆、面積1,487平方メートルを売買により所有権移転するものです。 

  申請理由として、譲渡人は高齢により離農したいため、譲受人は農業経営の規模拡大のた

めです。 

  許可基準として、下限面積を超えた１万3,260.91平方メートルの農地を経営し、農機具は

トラクター、コンバイン、ユンボ、草刈り機を所有しています。 

  農作業従事日数は150日を超えており、資格等については問題ないと思われます。 

  議案第６号について説明します。 

  大戸見地先の田１筆、面積85平方メートルを売買により所有権移転するものです。 

  申請理由として、譲渡人は高齢により離農したいため、譲受人は、隣地と一体として耕作

したいためです。 

  許可基準として、下限面積を超えた4,670.61平方メートルの農地を経営し、農機具は耕運

機、草刈り機、枝切り機等を所有しています。 

  農作業従事日数は150日を超えており、資格等については問題ないと思われます。 

  以上です。 

議  長 事務局の説明が終わりました。 

  これより現地調査を行った結果について、議案第１号及び第２号について、４番、小笠原

委員からお願いします。 

小笠原委員 ４番、小笠原です。 

  議案第１号について説明します。 

  詳細は、事務局の説明のとおりでございます。 

  申請場所は、別冊１ページを御覧ください。 
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  糠田の大堰の東方の畑で、９月２８日、譲受人と現地で立ち会いをしました。 

  申請地は、現在も耕作されている土地でした。譲受人は引き続き耕作していく旨ですから、

何ら問題ないと思われますので、よろしく御審議をお願いします。 

  続いて、議案第２号について説明します。 

  詳細は、事務局の説明のとおりでございます。 

  申請場所は、別冊２ページを御覧ください。 

  カーサービス箕輪の南方に位置する田んぼであり、９月２８日、譲受人と現地の立会いを

しました。申請地は現在も耕作されている土地でした。譲受人は引き続き耕作していくも旨

ですから、何ら問題もないと思います。よろしく御審議ください。 

  以上です。 

議  長 続きまして、議案第３号について、11番、鳥海委員からお願いします。 

鳥海委員 11番、鳥海です。 

  議案第３号について、現地確認について説明いたします。 

  詳細は、ただいま事務局の説明のとおりでございます。 

  場所は、別冊３ページを御覧ください。 

  主要路線国道410号線で、上から下に久留里方面に向かい、398番付近の交差点を右折して

300メートルぐらい先の右側です。 

  ９月２８日、譲渡人と譲受人、双方と連絡を取り、現地でお会いして３人でお話を伺いま

した。譲渡人は後継者がなく高齢でもあり、農業機械も古く買い替え時にきており、この際

で離農したいとのことでした。譲受人は隣地を耕作しており、これからも農業規模を拡大し

たいとのことでしたので、何ら問題ないと判断いたしました。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議  長 続きまして、議案第４号について、12番、江澤委員からお願いします。 

江澤委員 12番、江澤です。 

  議案第４号について、現地調査の結果について説明します。 

  詳細につきましては、事務局からの説明のとおりです。 

  ９月２３日に譲受人の代理人と打合わせをし、午後に現地で説明を受けました。場所は別

冊資料の４ページにあります。 

  訂正をお願いします。久留里線をまたいでいく線がありますが、久留里線の上のほう、北

のほうになりますが、久留里線の200メートル手前の６枚の田と、久留里線をまたいでの３
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枚の田です。これらの田は全て耕作放棄地となっており、カヤ、草が３メートルぐらい生え

ていました。バックホーで開墾し、フレールモアで草を刈る予定だそうです。実際に近所の

耕作放棄地を地主の許可を得て３段の田を整地したそうです。 

  重機を購入してオリーブ園を始めるつもりで２か所見学し、収益が出るまで１人でも回せ

ると言っていました。近所の農業者とも連携して耕作していくつもりだそうです。 

  新規就農で規模拡大のために今回の申請になりました。 

  特に問題はないと思いますので、よろしく審議をお願いします。 

議  長 続きまして、議案第５号及び第６号について、13番、鈴木清委員からお願いします。 

鈴木（清）委員 13番、鈴木です。 

  議案第５号について説明いたします。 

  申請内容につきましては、事務局の説明のとおりです。 

  申請場所につきましては、別冊５ページを御覧ください。 

  ちょっと縦に地図を回してもらいたいと思います。旧松丘中学校がありまして、そこから

右へずっと下のほうへ大体１キロぐらい行ったところが、今回の案件であります。 

  ２６日に、引受人のところに伺いましたところ、ちょうどいまして話を伺いました。譲渡

人は遠方に住んでいまして、耕作ができないということでありまして、引受人は今事業を拡

張していますので、何ら問題はないと思います。よろしくお願いします。 

  続いて、議案第６号についてお願いいたします。 

  申請内容につきましては、事務局の説明のとおり、申請場所につきましては、別紙５ペー

ジを御覧ください。 

  先ほどと同じ、旧松丘小学校がありまして、そこから右に曲がりまして、またちょっと行

ってトンネルがありまして、200メートルぐらいですか、行ったところの一角であります。 

  譲渡人は相続により、遠方に住んでおりまして、農業とかはできないということでありま

して、引受人はちょうど隣地でありますので、一体として耕作できるということでありまし

た。 

  特に問題はないと思います。お願いします。 

議  長 ただいま事務局説明並びに現地調査報告が終わりました。 

  質問、意見等がありましたら挙手をお願いします。 

（発言する者なし） 

議  長 質問、意見がありませんので、採決をいたします。 
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  議案第１号について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可することに決定をいたします。 

  続きまして、議案第２号について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可することに決定をいたします。 

  続きまして、議案第３号について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可することに決定をいたします。 

  続きまして、議案第４号について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可することに決定をいたします。 

  続きまして、議案第５号について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可することに決定をいたします。 

  続きまして、議案第６号について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可することに決定をいたします。 

 ──────────────────────────────────────────  

   ◎議案第７号ないし議案第１１号 

議  長 日程第４、議案第７号ないし第１１号 農地法第５条の規定による許可申請につい

てを議題といたします。 

  初めに、事務局より説明をお願いします。 

田島副主査 議案第７号について御説明いたします。 

  議案書４ページをお開きください。 

  馬登地先の畑１筆、面積１万3,145平方メートルを使用貸借権設定により砂利採取場用地

へ転用します。 

  申請地は調整区域で、農地区分は第２種農地相当となります。もともと砂利採取を行って

いた場所になりますが、経済的な理由で一度中断し、再開することとなったための申請とな

ります。以前採取していた際の施設を再利用するとのことで、事業実施時にも被害報告はな
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く、近隣に農地はありません。 

  議案第８号について御説明いたします。 

  下湯江地先の田１筆、面積175平方メートルを使用貸借権設定により資材置場へ転用しま

す。 

  申請地は調整区域で、農地区分は第２種農地相当となります。現在、不耕作地である申請

地を資材置場へ転用したいとのことです。 

  敷地は、約41平方メートルほどを購入土で整地いたします。 

  用排水計画は、雨水のみで自然浸透です。 

  南側に用水路があるため、土砂の流出がないよう対処いたします。 

  議案第９号について御説明いたします。 

  下湯江地先の畑１筆の一部、面積496.96平方メートルを所有権移転により農家住宅へ転用

します。 

  申請地は調整区域で、農地区分は第２種農地相当となります。 

  現在、不耕作地である申請地に、建築面積134.56平方メートルの農家住宅を建築したいと

のことです。埋立ては行わず、整地のみ行います。 

  用排水計画は、用水は公営水道を利用、汚水、雑排水は合併浄化槽を設置し、雨水ととも

に既設排水路へ放流いたします。 

  工事中はネットを貼り、周囲に危険が及ばないようにします。 

  住宅の建築配置を十分考慮し、日当たり、通風等近隣に影響を及ぼさないようにいたしま

す。 

  議案第１０号について御説明いたします。 

  西原地先の田１筆、面積1,180平方メートルを賃貸借権設定により資材置場へ一時転用し

ます。 

  申請地は都市計画区域外で、農地区分は第２種農地相当となります。 

  現在、不耕作地である申請地を配水管工事の資材置場として使用したいとのことです。 

  敷地は埋立て等を行わず、用排水計画は雨水排水のみで、自然浸透となっております。 

  防護用の仮設壁の設置、各資材はシートで養生するなど、周辺農地に影響がないようにい

たします。 

  隣接農地の所有者からは、同意を得ております。 

  議案第１１号について御説明いたします。 
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  西原地先の田２筆、面積992平方メートルを所有権移転により農産物加工及び販売所へ転

用をします。 

  申請地は都市計画区域外で、農地区分は第２種農地相当となります。 

  現在、不耕作地である申請地に店舗38.71平方メートル、加工場25.66平方メートル、倉庫

兼駐車場40.1平方メートルを建築、設置したいとのことです。 

  敷地は宅内発生土と購入土で造成いたしますが、購入土で造成する面積が500平方メート

ル未満のため、市残土条例に係る規制はありません。 

  用排水計画は、用水は自噴井戸を利用、汚水、雑排水は合併浄化槽を設置し、雨水ととも

に道路側溝へ放流します。 

  工事中は周囲に危険が及ばないよう、立入禁止柵の設置や工事車両の通行に注意を払いま

す。 

  南側に水路があるため、コンクリート擁壁を設置し、土砂流出を防ぎます。 

  以上です。 

議  長 事務局の説明が終わりました。 

  これより現地調査を行った結果について、議案第７号について、１番、鈴木郁夫委員から

お願いします。 

鈴木（郁）委員 １番、鈴木郁夫です。 

  議案第７号について御説明いたします。 

  詳細は、ただいま事務局から説明のあったとおりです。 

  申請地は、議案書別冊の６ページを御覧ください。 

  地図から外れていますけれども、六手バス停を荻作線、尾車のほうへ向かいまして、途中

鹿野山に入る道と分岐しますが、それを右に折れます。そうしますと、この地図上にあるた

びだちの村というところに近づくわけですけれども、そこの前の道をさらに南下して、丁字

路を左に折れて200メートルほど進んだところは、この丸印にある薬王寺というところにな

ります。当該地は、その薬王寺に隣接する野球場のさらに上になります。 

  ９月３０日、１１時半に譲渡人〇〇〇、譲受人〇〇〇、双方の代理人である〇〇〇と現地

にて聞き取り調査、現況確認を実施しました。 

  現地は、以前に砂利採取をした跡地でありまして、最後の許可時期が平成２５年から平成

２８年になっておりました。許可看板はまだ設置されておりまして、その後、事業が説明に

あったとおり、経済的な面から展開されてなかった。ですから、跡地が荒れたままの状態で
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残っているというのが現状です。 

  この中に広大な山林面積の中央に、その畑地となる１町３反ほどの畑地目があるんですが、

実際これも、もともとは山林地であったようで、これを多分採取後に畑に利用するというこ

とで採取が始まったものと思われます。途中で事業が休止してしまったために、今現況は法

面が崩壊したり、草木が生い茂ったりしておりますので、この跡地の成形という形で土砂の

搬出、また、法面の成形、それらを修復するために、今回の事業計画になったというふうに

聞いております。 

  以前取った調整池、あるいは土砂流出防止の設備等も整っておりまして、それを再利用し

た形で事業展開するということを話しておりました。 

  この案件に係る問題点ないと思いますので、御審議のほどよろしくお願いします。 

  以上です。 

議  長 続きまして、議案第８号及び第９号について、２番、鮎川委員からお願いします。 

鮎川委員 ２番、鮎川です。 

  議案第８号について説明します。 

  申請内容については、事務局説明のとおりです。 

  申請場所は、別冊７ページを御覧ください。 

  図の右の上のほうに9という表示がありますが、ここが君津モータースクールになります。

その前の道路を富津方面に進み、700メートルほど行ったところが申請地になります。 

  ９月２８日に、譲受人及び譲渡人双方の代理人と現地確認を行いました。 

  現地は、地目は田んぼですが、数十年前から耕作されておらず、パレットなどの廃材が置

かれていたということです。すぐそばを用水路が通っているので、その手前まで資材置場と

して活用したいということです。多少雑草は生えておりましたが、管理はされているような

状況でした。 

  特に問題ないと思われます。御審議よろしくお願いします。 

  続きまして、議案第９号について説明します。 

  申請内容については、事務局説明のとおりです。 

  申請場所は、先ほどと同じ別冊７ページです。 

  先ほどの君津モータースクールの前の道路を富津方面に進み、80メートルほど行ったＹ字

路を左方向に進み、宝巌寺を過ぎて300メートルほど行って右に入ったところが申請地にな

ります。 



－１２－ 

  ９月２８日に、譲受人と譲渡人の代理人と現地確認を行いました。現地は、地目は畑で、

今はきれいになっておりますが、最近まで耕作されていたということです。 

  すぐそばが譲渡人の家で、譲受人も近くに家を借りて住んでいるということです。借りて

いる家が手狭なため、新しく自宅を建築したいと考えたそうです。土地が広いので、建築し

た住宅の周囲を畑として活用するつもりとのことでした。 

  特に問題ないと思われます。御審議よろしくお願いします。 

議  長 続きまして、議案第１０号及び第１１号について、10番、田丸委員からお願いしま

す。 

田丸委員 10番、田丸です。 

  議案第１０号につきまして御説明いたします。 

  申請内容は、事務局説明のとおりです。 

  ９月２９日、譲受人に連絡を取りまして現地で話を伺いました。 

  場所ですが、別冊８ページを見てください。 

  中央の410バイパス、西原の信号を左折しまして、１キロぐらい行き、15の脇が申請地に

なります。 

  譲受人は配水管更新工事のための仮置場を探しましたが、適した場所がなく、会社の置場

はほかの資材で余裕がないためです。 

  申請地は整地されており、現状のままで仮置場として使用できる状態です。 

  また、隣接する農地所有者には、説明して了解を得てあります。 

  特に問題はないと思われます。 

  よろしく御審議をお願いします。 

  続きまして、議案第１１号ですけれども、申請内容は事務局説明のとおりです。 

  ９月２８日、譲渡人は遠方のため、譲受人に連絡を取りまして、現地で話を伺いました。 

  場所ですけれども、別冊８ページです。 

  中央の410バイパス、西原の信号を右折しまして、久留里線を渡り、突き当たりの久留里

街道を右折して500メートル右側が申請地になります。 

  現状は雑草で覆われていますが、ここをきれいに整地しまして、また新規事業の農産加工

品の製造販売拠点を確保するための店舗及び加工場を建設する計画であります。 

  隣接する農地は譲受人の土地なので、特に問題はないと思われます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 
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議  長 ただいま事務局説明並びに現地調査報告が終わりました。 

  質問、意見等がありましたら挙手をお願いします。 

（発言する者なし） 

議  長 質問、意見がありませんので採決をいたします。 

  議案第７号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可相当との意見を付して知事に送付をいたし

ます。 

  続きまして、議案第８号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可相当との意見を付して知事に送付をいたし

ます。 

  続きまして、議案第９号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可相当との意見を付して知事に送付をいたし

ます。 

  続きまして、議案第１０号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願いま

す。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可相当との意見を付して知事に送付をいたし

ます。 

  続きまして、議案第１１号について、原案とおり決定することに賛成の方は挙手を願いま

す。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可相当との意見を付して知事に送付をいたし

ます。 

  ──────────────────────────────────────────  

   ◎議案第１２号ないし議案第１８号 

議  長 日程第５、議案第１２号ないし第１８号 農地法第５条の規定による許可後の計画

変更についてを議題といたします。 
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  なお、議案第１７号につきましては、７番、神子純一委員が関係する事項が含まれており

ますので、初めに、議案第１２号ないし第１６号及び第１８号について審議をいたします。 

  事務局より説明をお願いいたします。 

田島副主査 議案第１２号から議案第１４号は、同一事業のため一括で御説明いたします。 

  議案書６ページをお開きください。 

  市宿地先の畑５筆、面積3,859平方メートルの砂利採取事業に伴う一時転用許可後の計画

変更です。砂利採取に伴う事業用地として、令和３年１１月３０日まで許可を得ていました

が、令和４年１１月３０日までの計画変更の申請がなされました。 

  周辺農地に対する影響は、これまで被害の報告もなく、問題ないと思われます。 

  続きまして、議案第１５号、１６号、１８号は、同一事業のため一括で御説明いたします。 

  日渡根地先の田４筆、面積4,812平方メートルについて砂利採取事業に伴う一時転用許可

後の計画変更です。砂利採取に伴う事業用地として、令和３年１１月３０日まで許可を得て

いましたが、令和４年１１月３０日までの計画変更の申請がなされました。 

  周辺農地に対する影響はこれまで被害の報告もなく、問題ないと思われます。 

  以上です。 

議  長 ただいま事務局の説明が終わりました。質問、意見等がありましたら挙手をお願い

いたします。 

（発言する者なし） 

議  長 質問、意見がありませんので、採決いたします。 

  議案第１２号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可相当との意見を付して知事に送付をいたし

ます。 

  続きまして、議案第１３号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願いま

す。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可相当との意見を付して知事に送付をいたし

ます。 

  続きまして、議案第１４号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願いま

す。 
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（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可相当との意見を付して知事に送付をいたし

ます。 

  続きまして、議案第１５号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願いま

す。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可相当との意見を付して知事に送付をいたし

ます。 

  続きまして、議案第１６号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願いま

す。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可相当との意見を付して知事に送付いたしま

す。 

  続きまして、議案第１８号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願いま

す。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可相当との意見を付して知事に送付をいたし

ます。 

  次に、議案第１７号については、７番、神子純一委員が関係する事項が含まれております

ので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づく議事参与の制限により、当該事案

の審議開始から終了まで退室をお願いします。 

（７番 神子委員 退室） 

議  長 それでは、議案第１７号について、事務局より説明をお願いします。 

田島副主査 議案第１７号について御説明いたします。 

  日渡根地先の田２筆、面積3,945平方メートルについて、砂利採取事業に伴う一時転用許

可後の計画変更です。 

  砂利採取に伴う事業用地として、令和３年１１月３０日まで許可を得ていましたが、令和

４年１１月３０日までの計画変更の申請がなされました。 

  周辺農地に対する影響は、これまで被害の報告もなく、問題ないと思われます。 

  以上です。 
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議  長 ただいま事務局説明が終わりました。 

  質問、意見等がありましたら挙手をお願いします。 

（発言する者なし） 

議  長 質問、意見がありませんので、採決いたします。 

  議案第１７号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は許可相当との意見を付して知事に送付をいたし

ます。 

  ７番、神子純一委員の入室を認めます。 

（７番 神子委員 入室） 

 ──────────────────────────────────────────  

   ◎議案第１９号 

議  長 日程第６、議案第１９号 令和３年度第３次農用地利用集積計画についてを議題と

いたします。 

  経済部農政課より説明をお願いします。 

奥倉経済部農政課企画調整係長 農政課の奥倉です。 

  議案第１９号について御説明いたします。 

  農用地利用集積計画につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

り、農業委員会の決定を経て定めなければならないとされておりますので、令和３年度第３

次農用地利用集積計画の作成に当たり、御審議をお願いするものでございます。 

  お手元の議案書９ページを御覧ください。 

  利用権設定につきましては、清和地区28件、54筆、５万7,898平方メートル。 

  以上でございます。 

  所有権移転につきましては、今回は該当はありません。 

  個別の案件につきましては、議案書10ページから23ページに記載のとおりでございます。 

  今回の農用地利用集積計画でございますが、市では、農業経営基盤強化促進法第１８条第

３項各号の要件を満たしているものと判断しております。 

  議案第１９号に関する説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議  長 ただいまの説明につきまして、質問、意見等がございましたら、挙手をお願いしま

す。 
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（発言する者なし） 

議  長 質問、意見がありませんので、採決をいたします。 

  議案第１９号について、賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

議  長 挙手全員でございますので、本案は原案のとおり決定をいたします。 

 ──────────────────────────────────────────  

   ◎報告第１号ないし報告第１８号 

議  長 日程第７、報告第１号ないし第５号 農地法第３条の３第１項の規定による届出に

ついて、報告第６号及び第７号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について、

報告第８号ないし第１８号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出については、事務

局長専決により書類を受理いたしました。 

  ただいまの報告第１号ないし報告第１８号について、質問、意見等がございましたらお願

いいたします。 

（発言する者なし） 

議  長 質問、意見等ないようですので、報告第１号ないし報告第１８号を終わります。 

 ──────────────────────────────────────────  

   ◎閉 会 

議  長 これをもちまして、令和３年第１０回君津市農業委員会総会に付議されました議案

及び報告については終了いたしました。 

  以上で閉会といたします。 

  次回の令和３年第１１回農業委員会総会は、令和３年１１月５日、金曜日に市役所５階大

会議室にて開催の予定でおりますので、よろしくお願いをいたします。 

                                 （午後２時４０分） 

 


